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令和６(2024)年度 企業局各事業の概況  

 

１ 電気事業  

現在、企業局では、川治第一（最大出力 15,300kW）、川治第二（最大出力

2,600kW）、風見（最大出力 10,200kW）、板室（最大出力 16,100kW）、深山（最

大出力 2,300kW）、足尾（最大出力 10,000kW）、東荒川（最大出力 600kW）、

木の俣（最大出力 3,600kW）、小網（最大出力 130kW）、大下沢（最大出力 39kW）、

五十里（最大出力 1,200kW）及び小百川（最大出力 190kW）の 12 水力発電所

（最大出力合計 62,259kW）の運営を行っています。 

令和６(2024)年度の発電実績は、目標供給電力量 219,952MWh に対して供給

電力量 196,473MWh、目標供給電力量に対する供給電力量の割合は、89.3％で

した。 

 

２ 水道事業  

(1) 北那須水道用水供給事業  

深山ダムを水源として、県北地域の２市（大田原市・那須塩原市）を対象

に計画一日最大給水量 48,000 ㎥の水道用水を供給するもので、昭和

53(1978)年４月から大田原市、昭和 54(1979)年 10 月から旧塩原町（現那須

塩原市）、昭和 55(1980)年４月から旧黒磯市及び旧西那須野町（現那須塩

原市）へ供給しています。 

令和６(2024)年度の給水実績は、計画供給水量 10,877,000 ㎥に対して供

給水量 10,886,961 ㎥、計画供給水量に対する供給水量の割合は 100.1％で

した。 

 

(2) 鬼怒水道用水供給事業  

川治ダムを水源として、県央地域の２市１町１企業団（宇都宮市・真岡市

・高根沢町・芳賀中部上水道企業団）を対象に計画一日最大給水量 38,000

㎥の水道用水を供給するもので、昭和 62(1987)年 10 月から宇都宮市、平成

元(1989)年４月から益子町及び芳賀町（平成 15(2003)年４月から芳賀中部

上水道企業団へ移行）、平成２(1990)年４月から真岡市、平成９(1997)年４

月から高根沢町へ供給しています。 

令和６(2024)年度の給水実績は、計画供給水量 11,044,900 ㎥に対して供

給水量 11,114,510 ㎥、計画供給水量に対する供給水量の割合は 100.6％で

した。 

 

３ 工業用水道事業  

鬼怒川左岸台地地区工業用水道事業として、鬼怒川左岸台地の工業団地等に

計画一日最大給水量 147,100 ㎥の工業用水を供給するもので、清原工業団地、

芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の 50 事業所へ良質な工業用水を供給

しています。 

令和６(2024)年度の給水実績は、計画供給水量 8,974,620 ㎥に対して供給水

量 9,237,316 ㎥、計画供給水量に対する供給水量の割合は 102.9％でした。 

 

４ 用地造成事業  
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本県の恵まれた立地環境と各地域の特性を生かし、市町との協力のもと、魅

力ある産業団地等を供給し、成長性に富んだ優良企業の誘致を進めています。 

令和６(2024)年度は、鹿沼インター産業団地第２期分譲について、内定企業

２社と予約協定を締結しました。また、令和７(2025)年度の土地引渡しに向け

て造成工事を進めました。  

みぶ中泉産業団地については、令和７(2025)年度の予約分譲案内に向けて、

企業ニーズに応じ、複数の区画パターンから選択できる「区画パターン選択方

式」を決定したほか、用地取得を進めました。 

あしかが久保田産業団地については、令和６(2024)年 12 月に事業実施主体

に決定し、事業を開始しました。 

 

５ 施設管理事業  

(1) ゴルフ場事業  

県民のスポーツ・レクリエーション需要に対処するため、平成元(1989)年

度から都市公園である鬼怒グリーンパーク内に「栃木県民ゴルフ場」の整備

を進め、平成４(1992)年 10 月から営業を行っています。また、平成 21(2009)

年４月から指定管理者制度を導入しています。 

令和６(2024)年度の利用者数は 39,773 人でした。 

（概要）  

所 在 地    さくら市及び塩谷郡高根沢町地内 

（利根川水系一級河川鬼怒川河川敷等）  

地 形    河川敷ホール 

規 模    18 ホール、パー72、71.5ha 

クラブハウス  建物 980 ㎡ 敷地 1.7ha 駐車場 200 台収容  

運 営 形 態  パブリック制  

 

(2) 賃貸ビル事業  

宇都宮市の中心市街地の活性化を図るとともに、公共的施設や宇都宮市内

に点在している外郭団体等の入居により県民の利便性向上に寄与するため、

宇都宮市本町地内に栃木県本町合同ビルを整備し、平成 15(2003)年度から

営業しています。 

なお、平成 20(2008)年５月に６階から９階までを栃木県国民健康保険団体

連合会に、平成 22(2010)年３月には１階を（公社）栃木県観光物産協会に

それぞれ売却し、現在は２階から５階までについて賃貸営業を行っていま

す。 

（概要）  

所 在 地    宇都宮市本町３番９号 

構 造    鉄骨（耐火）造一部鉄骨鉄筋コンクリート造（地下部分） 

規 模    地下１階 地上９階 塔屋 1 階 

   （うち１階、６～９階部分は区分所有） 

延 床 面 積    8,571.45 ㎡（容積対象面積 8,297.85 ㎡） 

事 務 室 面 積    5,365.83 ㎡ 

賃 貸 面 積    2,761.32 ㎡ 


